
平成２１年度個別労働紛争解決制度の運用状況

１ 総合労働相談件数 ：８,６９０件（８,４６１件）

２ 民事上の個別労働紛争相談件数 ：１,８５６件（１,６２５件）

３ 助言・指導申出受付件数 ： １７３件（ １１１件）

４ あっせん申請受理件数 ： ４６件（ ５９件）

注）（ ）の件数は、平成２０年度の件数。

「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」は、

平成13年10月1日施行。

厳しい雇用情勢が続く中、平成２１年度に県内の総合労働相談コーナー

等に寄せられた総合労働相談件数は、8,690件(前年度比2.7％の増加)とな

った。これらの相談の中で、労働関係法令上の違反を伴わない民事上の個

別労働紛争相談件数は、1,856件(前年度比21.3％の増加)となっている。

個別労働紛争相談件数の増加は、普通解雇、労働条件の引き下げ、退職

勧奨、退職を促すためのいじめ、嫌がらせ等が増加していることから、依

然、県内では低迷する景気の影響が反映しているものと考えられる。

また、個別労働紛争の相談内容の内訳は、いじめ・嫌がらせに関するも

のが26.8％で最も多く、次いで解雇に関するものが22.0％、労働条件の引

き下げに関するものが14.3％と続いている。

これら個別労働紛争の相談において、自主的な解決が見られなかった事

案のうち、個別労働紛争制度における労働局長の助言・指導の申出を受け

付けした件数は173件(前年度比55.8％の増加)、紛争調整委員会によるあ

っせんの申請を受理した件数は46件(前年度比22.8％の減少)となってい

る。
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《平成２１年度個別労働紛争解決制度の運用状況》

１ 総合労働相談件数 ： 8,690 件 (8,461 件)

２ 民事上の個別労働紛争相談件数 ： 1,856 件（1,625 件)

３ 助言・指導申出受付件数 ： 173 件 ( 111 件)

４ あっせん申請受理件数 ： 46 件 ( 59 件)

注）（ ）の件数は、平成 20年度の件数。

「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」は、平成 13 年 10 月 1 日施行。

１ 総合労働相談受付状況

和歌山労働局、労働基準監督署内において、労働に関するあらゆる相談に

ワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを開設しているところ

であるが、平成 21 年度１年間に寄せられた相談は 8,690 件であった。

これらの相談の中で、労働関係法上の違反を伴わない、解雇、労働条件の

引下げ等のいわゆる民事上の個別労働紛争に関するものが 1,856 件となって

いる。
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また、民事上の個別労働紛争に係る相談内容は、依然として厳しい雇用情勢

を反映して、いじめ・嫌がらせに関する内容が 26.8％、612 件(前年度 570 件)

と最も多く、次いで解雇に関する関する内容が 22％、501 件(前年度 390 件)、

労働条件引下げに関する内容が 14.3％、326 件(前年度 389 件)、退職勧奨に関

する内容が 8.4％、192 件(前年度 168 件)、その他の労働条件に関する内容が

7.5％、171 件(前年度 141 件)、自己都合退職に関する内容が 4.3％、99 件(前年

度 116 件)と続いている。

２ 労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせんの状況

平成２1 年度の個別労働紛争解決制度に係る助言･指導申出受付件数は 173

件、あっせん申請受理件数は 46 件であった。

助言・指導申出の内容については、解雇(普通・整理解雇)に関する内容が

33.5％、いじめ・嫌がらせに関する内容が 16.2%、その他の労働条件に関する

内容が 10.4％、労働条件の引下げ（賃金・退職金等）に関する内容が 11.6％、

自己都合退職及び雇止めがそれぞれ 5.2%となっている。

21年度 民事上の個別労働紛争相談の内訳

いじめ・嫌がらせ 612件,
26.8%

解雇 501件, 22.0%

その他 132件, 5.8%

懲戒処分 23件, 1.0%

採用 13件, 0.6%

配置転換 62件, 2.7%

雇止め 68件, 3.0%

賠償 82件, 3.6%

自己都合退職 99件, 4.3%

その他の労働条件 171件,
7.5%

退職勧奨 192件, 8.4%
労働条件引下げ 326件,

14.3%

※重複カウントあり
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総件数
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あっせん申請の内容については、解雇（普通・整理解雇）に関する内容が

43.5％、いじめ・嫌がらせに関する内容が26.1%、雇止めに関する内容が13.0%、

退職勧奨に関する内容が 10.9%と続いている。

その他 13件, 7.6%

配置転換 4件, 2.3%

賠償 7件, 4.0%

普通解雇 38件, 22.0%

整理解雇 16件, 9.2%

その他の労働条件 18件,
10.4%

労働条件引き下げ
（その他）11件, 6.4%

労働条件の引き下げ
（賃金等） 9件, 5.2%

自己都合退職 9件, 5.2%

懲戒解雇 4件, 2.3%

いじめ・嫌がらせ
28件, 16.2%

雇止め 9件, 5.2%

退職勧奨 7件, 4.0%

平成21年度 助言･指導申出内容の内訳図3
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平成21年度 あっせん申請内容の内訳

普通解雇 15件
32.6%

いじめ・嫌がらせ 12件
26.1%

その他 1件
2.2%

労働条件の引き下げ
（賃金等）2件

4.3%

退職勧奨 5件
10.9%

雇止め ６件
13.0%

整理解雇 4件
8.7%

懲戒解雇 1件
2.2%
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